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地震大国日本では、いつどこで大地震が発生しても
おかしくありません。

島根県内においても、大地震が発生する恐れがあります。
そして一度発生すると、被害は甚大なものになります。

死者数
（冬の夕方の地震）

■想定される地震の規模と震度
松江市南方の地震
宍道湖南側の一部分で震度7。東出雲町から出雲市にかけての宍
道湖周辺は震度6強。また、震源付近から出雲平野、（旧）平田市・
松江市の日本海側と広い範囲において震度6弱が想定されます。

歴史を振り返ると県内各地
でも大地震が発生しており、
決して安心は出来ません。

島根県地域防災計画では4つ
の大地震を想定しています。

浜田市沖合の地震
浜田市の一部で震度6強。また、浜田市から大田市の沿岸部は
震度6弱が想定されます。

松江市南方の地震
大田市西南方の地震
浜田市沖合の地震
津和野町付近の地震

6強（一部7）
6強
6強
6弱

12,112棟
4,429棟
2,588棟
610棟

22,521棟
2,656棟
697棟
2棟

1,391人
373人
148人
7人

被害想定■想定される被害の状況　
想定地震 最大震度

震度7

震度6強

震度6弱

想定震源
マグニチュード7.0

想定震源
マグニチュード
7.0

■島根県内に被害を
　もたらした大地震

発生年月日

  880年11月23日
1026年 6 月16日
1872年 3 月14日
1914年 5 月23日
1943年 9 月10日
2000年10月 6 日
2001年 3 月24日

7程度
不明
7.1
5.8
7.2
7.3
6.7

出雲
石見
（石見浜田地震）
島根県東部
（鳥取地震）
（鳥取県西部地震）
（芸予地震）

神社仏閣家屋転倒

万寿の大津波、石見地方沿岸に大被害

死者551人、負傷者582人

外壁の亀裂、土地の崩壊・亀裂等

外壁の亀裂、屋根瓦の落下、煙突が折れる

住家全壊34棟、半壊576棟

文教施設9棟、医療施設2棟等で被害

被 害 状 況震央地名
（地震名）

地震の規模
（マグニチュード）

出典：島根県地域防災計画（震災対策編）（平成18年6月）

東海地震及び、東南海・南海地震の
被害想定地域以外でも、近年は全国
各地で大地震が発生しています。

凡例

7

6強

6弱

5強

5弱

4以下

震度

建築物の大破棟数
建築物の焼失棟数
（冬の夕方の地震）

わが国で発生した主な地震（平成7年～平成19年）

出典：気象庁「日本付近で発生した主な被害地震」抜粋

出典：島根県地震被害想定調査業務（平成8年度）



大規模地震が発生した場合は、多くの方が
建築物の倒壊によって亡くなっています。

新耐震基準に適合しない建築物は、大きな被害
を受ける恐れがあります。

資料：（財）日本建築防災協会・全国被災建築物応急危険度判定協議会「被災建築物応急危険度判定マニュアル」

倒壊・崩壊

14％

3％ 5％ 5％

15％ 20％ 51％

87％

大破 中破 小破以下

■参考：建築年と被害状況（阪神・淡路大震災建築震災調査委員会報告書より）

昭和56年以前
の建築

昭和57年以降
の建築

■建築基準法の変遷

1948年　（昭和23年）　福井地震

1950年　（昭和25年）　建築基準法の制定
中規模程度の地震に対して損傷や残留変形を
生じず、地震後の使用に支障をきたさないこと

1968年　（昭和43年）　十勝沖地震

1971年　（昭和46年）　耐震基準の見直し
・鉄筋コンクリート造建築物の柱の鉄筋間隔を
30cm以下から15cm（梁に近い部分は10cm）
以下に強化

・木造住宅の土台をコンクリート造の布基礎に
緊結することを義務付け

1978年　（昭和53年）　宮城県沖地震

1981年　（昭和56年）　新耐震基準の制定
・最大規模の地震（震度階6～7）に対して、建築
物が相当の損傷や変形を被っても、倒壊や崩
壊することなく、人命に影響を及ぼさないこ
との確認

・建築物の上層部での揺れの増幅効果を評価す
る等、設計用地震力の設定方法の見直し

1995年　（平成7年）　阪神淡路大震災

1995年　（平成7年）　耐震基準の見直し
・鉄骨造の柱脚部の安全確認を徹底
・形状が不規則な建築物の基準を強化

■基準どおり建てられていたら安全ですか？

1995年（平成7年）1月17日に起こった阪神・淡路大震災。

6,400名を超える人命が失われ、約10兆円以上という

大きな被害が発生しました。

地震の直接的被害で亡くなった方は約5,500人。その中で、

建築物の倒壊によって亡くなった方はおよそ9割と考えられます。

安心で安全であるはずの建築物が、地震により危険な場所に

変わってしまったのです。

建築物を建てる場合は、建築基準法に定められた

耐震基準に従い、建てなければなりません。

この基準は、大きな地震をきっかけに何度か見直

され特に宮城県沖地震による被害の経験から、

昭和56年6月に、大地震に対する構造安全性

の基準が大きく改正されました。

この時できた基準を、一般に「新耐震基準」と

呼んでいます。

阪神・淡路大震災では、新耐震基準で建てられた

建築物に大きな被害が少なく、逆にそれ以前の

基準によって建てられた建築物には大きな被害が

見られました。

焼死およびその
疑いのあるもの

10％

その他
2.2％

阪神・淡路
大震災の
死亡原因

資料：兵庫県警察本部

家屋、家具類などの倒壊による
圧迫死と思われるもの

87.8％



進んで耐震診断を行い、補強が必要な箇所の
耐震改修を実施しましょう。

特定建築物……耐震改修促進法で定められた、昭和56年5月以前に建築され、新耐震基準に適合しない建築物で、
多数の者が利用するなど一定の用途と一定の規模に該当するものをいう。

耐震改修促進法では、次の特定建築物について、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならないとしています。

特 定 建 築 物 一 覧

①
幅員の1／ 2の高さを超える建築物

②
6mの高さを超える建築物

②

耐震改修促進法施行令で定める危険物の種類と数量

10ｔ
5ｔ
50万個
500万個
50万個
5万個
5万個
5万個
500km
500km
5万個
2ｔ
2ｔ
10ｔ
5ｔ

中央

高さ（L／2）高さ（L／2）

45°

前面道路（L）
道路4m

6m

特
定
建
築
物

高さ6m高さ6m



■耐震化の目標

災害時の拠点
となる建築物

多数の者が利用する特定建築物
（耐震改修促進法第6条第1号）

建 　　　築  　　　物
現状の耐震化率
（平成17年度末）

耐震化率の目標
（平成27年度末）

公共建築物
民間建築物

公共建築物
民間建築物

55
［61］

62
［66］

61
［65］
65
［66］
54
［60］
68
［69］
71
［73］
51
［52］
80
［81］
72
［72］

95
［100］
85

［100］
93

［100］
96

［100］
99

［100］
76

［100］
97

［100］
85

［100］

56
［58］

76
［77］

94
［100］

90
［100］

82
［100］

91
［100］

県庁、市役所、町役場、警察署、消防署、
幼稚園、小・中学校、高校、病院、診療所、
老人ホーム、老人福祉センター、体育館等

百貨店、飲食店、ホテル、旅館、映画館、
遊技場、美術館、博物館、銀行等

賃貸住宅（共同住宅に限る）、寄宿舎、下宿、
事務所、工場等

不特定多数の
者が利用する
建築物

特定多数の者
が利用する建
築物

建築物の耐震化は、その所

有者が自らの命は自らが守

り（自助）、地域社会が自ら

の地域は自らで守る（共助）

という認識の下で取り組ま

れることを基本原則と考え

ます。民間建築物に対する

県及び市町村による支援

（公助）は、そのような民間

の取り組みが上手く機能す

るよう、必要な情報提供と

適切な誘導に努め、また民

間では十分対応されにくい

分野等を補完する役割を担

います。

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 建築物の地震防災に関する啓発及び知識普及のための施策

特定建築物の所有者に対する法的措置等の実施

市町村ごとの防災マップの作成

身近な防災マップの作成

啓発用パンフレット等の作成

耐震改修事例集の作成

広報用ビデオ等の活用

設計を通した地域学習会の開催

セミナー・講習会等の開催

自治会による防災学習会の開催

各種行事を活用した広報の実施

顕彰制度の創設

自治会による耐震化の取り組み

リフォームに併せた耐震改修の促進

業界による耐震化の取り組み

県・市町村による支援策の実施

耐震改修促進税制の活用

県住宅供給公社による支援策の実施

優良な技術者の養成

技術者等の登録制度の実施

相談窓口の設置

技術開発の促進

特定優良賃貸住宅の空家の活用

建築物以外の地震予防対策

土砂災害防止対策

密集市街地の地震防災対策

地震発生後の応急対策

地震保険等への加入促進

診断及び改修
の誘導・支援策

安心して診断 
及び改修でき
る環境整備

地震時の総合
的な安全対策

地震防災マップ
の作成・公表

効果的な啓発 
メディアの整備

多様な学習機会
の提供

指導・助言の実施

指示の実施

公表の実施

是正勧告の実施

是正命令の実施

耐震改修促進法
による措置

建築基準法に 
よる措置

■耐震化促進における
　役割分担

耐震化の現状（平成17年度末推計）

a.住宅

b.多数の者が利用する建築物

c.危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物  耐震化の目標90%（平成27年度末）

d.通行を確保すべき道路沿いの建築物　　　　　  耐震化の目標90%（平成27年度末）

耐震化の目標90%（平成27年度末）

多数の者が利用する建築物の用途別、所有関係別の目標（単位％）

※［　］は耐震診断の実施状況を表す。

64％
耐震化の目標（平成27年度末）

90％

昭和55年以前
耐震性が劣る
91,400戸
（36％）

耐震改修済み
2,400戸
（1％）

昭和55年以前
耐震性あり
26,800戸
（11％）

S55
以前

S56
以降

S56
以降

昭和56年以降
耐震性あり
130,100戸
（52％）

昭和55年以前
耐震性あり
50,000戸
（19％）

昭和55年以前
耐震性が劣る
26,000戸
（10％）

昭和56年以降
耐震性あり
180,000戸
（71％）

建替え等
48,000戸～52,000戸

耐震改修
20,000戸～30,000戸

耐震化
の推進

S55
以前

■建築物の耐震化目標を達成するための施策

島根県では建築物の耐震化を促進するために、
「島根県建築物耐震改修促進計画」を策定しました。



■相談窓口 ー市町村担当部局ー

松江県土整備事務所
TEL 0852-32-5757

雲南県土整備事務所
TEL 0854-42-9591

出雲県土整備事務所
TEL 0853-30-5660

県央県土整備事務所
TEL 0855-72-9608

浜田県土整備事務所
TEL 0855-29-5668

益田県土整備事務所
TEL 0856-31-9660

隠岐支庁県土整備局
TEL 08512-2-9728

島根県土木部建築住宅課
TEL 0852-22-5219

松江市建築指導課
浜田市建築住宅課
出雲市建築住宅課
益田市建築課
大田市都市計画課
安来市建築住宅課
江津市都市計画課
雲南市都市建築課
東出雲町農林建設課
奥出雲町総務課
飯南町建設課

斐川町土木課
川本町住民課
美郷町住民福祉課
邑南町建設課
津和野町建設課
吉賀町建設課
海士町建設課
西ノ島町総務課
知夫村建設課
隠岐の島町建設課

発　行
島根県土木部建築住宅課

〒690-8501松江市殿町1番地TEL 0852-22-5219　FAX 0852-22-5218
E-mail : kentiku@pref.shimane.lg.jp

※このパンフレットの内容は島根県のホームページhttp://www.pref.shimane.lg.jp/でもご覧いただけます。

耐震診断は、建築物に、どのくらいの耐震性能があるのかを、総合的に診断するものです。
昭和56年（1981年）以前に建てられた建築物や、老朽化が著しいもの、ピロティや大きな吹き抜けがあったり、壁や窓
の配置が偏っていたりしてバランスの悪い建築物は、進んで耐震診断を実施しましょう。

建築物の耐震性能を評価するために、建築物の構造計算ができる専門家に「耐震診断」を依頼します。

耐震診断のレベルを設定するために
設計図書や計算書、増改築の履歴等の情報を集めます。

現地において構造躯体や非構造部材・設備機器等の
現況を調査します。

建築物の耐震性能を評価します。

予 備 調 査

耐震診断

耐震改修計画の作成

耐震改修計画の認定

現 地 調 査

耐震性能の評価

国土交通大臣が定める「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき
事項」等を参考に、耐震改修計画を立てます。そして、耐震改修計画に基づいて実施設計を行います。

建築物の特性に応じた方法を用いて耐震改修工事を実施します。

耐震改修を行う場合、耐震改修計画の認定により、建築基準法の規定の
特例を受けることができます。耐震改修計画の認定を受けるためには、
所管行政庁へ、認定申請をする必要があります。
【認定による特例措置】
・既存不適格建築物の制限の緩和
・耐火建築物に係る手続きの特例
・建築確認手続きの特例
・全体計画認定により、工期を分けて必要な改修を順次行うことが可能

耐震改修工事

耐震診断から耐震改修までの流れ


